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一　
課
題
と
方
法

世
界
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
法
文
化
に
つ
い
て
近
代
西
洋
法
（”
８
〓
型
）
と
帝
政
中
国
法
（”
£
お
ヨ
①算
型
）
を
両
端
と
す
る
一
つ
の
ス
ケ
ー

ル
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
ロ
シ
ア
法
は
、
形
式
的
に
は
一
八
世
紀
以
降
西
洋
法
か
ら
多
く
の
要
素
を
受
け
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
政

期
か
ら
ソ
ビ
エ
ト
期
末
ま
で

（そ
し
て
ま
た
現
代
に
お
い
て
も
根
本
的
に
は
な
お
）
そ
の
法
秩
序
の
構
造
的
な
型
す
な
わ
ち
社
会
秩
序
に
お

け
る
法
の
役
割
、
基
本
的
な
制
度
の
あ
り
方
お
よ
び
法
思
考
の
型
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
む
し
ろ
後
者
に
近
い
座
標
に
位
置
づ
け

（１
）

れ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
報
告
は
、
ロ
シ
ア
が
地
理
学
的
に
は
（少
な
く
と
も
そ
の
政
治
的
中
心
部
の
位
置
か
ら
し
て
）
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
、
言
語
系
統
的
に
は
印
欧
語
族

（ス
ラ
ヴ
語
派
）
に
、
宗
教
上
は
キ
リ
ス
ト
教
圏

（正
教
会
）
に
属
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
法

文
化
が
い
つ
ま
た
い
か
に
し
て
西
洋
の
そ
れ
と
分
岐
す
る
に
至
っ
た
か
を
、
ロ
シ
ア
と
西
洋
と
を
対
比
し
な
が
ら
可
能
な
限
り
社
会
構
造
史

的
に
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

法
と
秩
序
の
歴
史
的
構
造
―
―
ロ
シ
ア
と
西
洋
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法
政
研
究
三
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
九
年
）

二
　
裁
判
と
法

Ｒ
・
ダ
ヴ
イ
ツ
ド
は
Ｈ
・
バ
ー
マ
ン
ら
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
ソ
ビ
エ
ト
法
に
対
す
る
旧
ロ
シ
ア
の
法
文
化
の
影
響
を
強
調
す
る
文
脈
に

お
い
て
、
こ
の
伝
統
法
の
特
徴
と
し
て
実
定
法
体
系
全
体
に
つ
い
て
は
そ
の
「行
政
の
法

分
日
キ
ｏ
いけ
注
目

口̈
中りけ露
けじ
」
と
し
て
の
性
格
を
、

ま
た
法
思
考
の
型
に
つ
い
て
は
ス
行
政
で
は
な
く
〕
司
法
に
由
来
す
る
法
の
伝
統

含
”
質
”
負
けいｏ●
』負
【ａ
ｆ
ｅ

お
よ
び
権
利
＝法

含
ｏ
キ
ｏじ

感
覚
の
弱
さ
」
を
、
あ
げ
て
ほ
“
。
ダ
ヴ
イ
ツ
ド
が
ロ
シ
ア
法
の
文
化
的
な
型
の
認
識
に
お
い
て
司
法
と
行
政
と
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る

こ
と
は
興
味
深
い
。

（１
）
西
　
洋

西
洋
に
お
い
て
裁
判
所
は
元
来

「社
会
の
梅
離
」
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。　
野
田
良
之
が
か
つ
て
近
代
私
法
の
起
源
を
問
い
な
が
ら
古

代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
ゴ
ン
的
訴
訟
観
に
論
じ
た
よ
う
に
、
西
洋
的
訴
訟
の
根
源
は

「
二
当
事
者
の
い
ず
れ
か
の
権
利
を
確
定
す
る
も
の
で
は
な

く
、
ざ
い
ヽ
の
勝
利
者

（勝
訴
者
）
に
強
制
執
行
の
権
能
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
（罵

、
つ
ま
り
二
個
人
間
の
実
力
闘
争
（自
救
行
為
）

を

一
定
の
条
件
の
も
と
で
公
認
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
Ｊ

・
ブ
ラ
ィ
ケ
ン
が
共
和
政
期
ロ
ー
マ
に
お
け
る
訴
訟
の
特
質
を

「
い
わ
ば
私
的
な

（５
）

自
力
救
済
が
レ
ー
ル
に
の
せ
ら
れ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
」
に
求
め
る
の
も
同
旨
で
あ
る
。
中
世
盛
期
の
領
主
権
力
は
ふ
つ
う
裁
判
権

含
５８
ｑ
ご
Ｆ
』１
】ａ
いｏけいｐ
』５
け〓
じ

を
中
核
と
し
て
構
成
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
、
領
主
は
一
般
に
法
廷
を

「主
宰
」
し
判
決
の
執
行
を

確
保
す
る
地
位
を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、
判
決
自
体
は
こ
の
権
力
に
直
接
に
は
属
さ
な
い
審
判
人

に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
の
を
常
と
し
た
。
ち
な

み
に
、
大
陸
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
分
岐

（後
者
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
影
響
の
遮
断
）
の
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
の
も
、　
〓

一

一
一
〇



（６
）

世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
判
決
陪
審
の
導
入
（実
は
ア
ン
グ
ロ
・サ
ク
ソ
ン
期
以
来
の
手
続
の
拡
大
）
と
い
う
司
法
上
の
事
情
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
西
洋

（と
く
に
大
陸
）
で
も
近
世
の
絶
対
主
義
下
に
お
い
て
は
ラ
ン
ト
平
和
令
に
よ
る
実
力
行
使

η
多
計
）
の
禁
上
に
伴
っ
て

職
権
的
純
問
的
な
裁
判
手
続
が
拡
大
さ
れ
、
刑
事
事
件
が
司
法
事
項
か
ら
除
外
さ
れ
て
裁
判
の
「行
政
化
」
が
進
行
す
る
局
面
は
存
在
し
た
。

し
か
し
近
代
へ
の
過
程
に
お
け
る
裁
判
の
安
定
化

（正
義
つ
ま
り
裁
判
官
の
裁
量
に
対
す
る
法
的
拘
束
）
へ
の
要
求
の
高
ま
り
の
な
か
で
、

し
ば
し
ば
伝
統
的
な
刑
事
裁
判
観
や
学
識
ロ
ー
マ
法
の
理
論
に
媒
介
さ
れ
つ
つ
、
こ
れ
も
や
が
て
罪
刑
法
定
主
義
と
自
由
主
義
的
な
諸
改
革

（検
察
官
訴
追
主
義

へ
の
転
換
、
日
頭
主
義
や
公
開
主
義
の
採
用
、
陪
審
制
度
の
再
導
入
、
裁
判
官
の
独
立
等
々
）
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
て

（７
）

ゆ
く
。
　
　
　
′

こ
う
し
た
行
政
と
司
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
は
―
―
古
典
古
代
を
措
く
と
し
て
も
Ｉ
Ｌ
近
代

（大
陸
で
は
制
定
法

が
法
源
の
主
要
な
形
態
に
な
る
）
以
前
つ
ま
り
中
世
に
は
、
ル
ー
マ
ン
の
示
唆
す
る
よ
う
に
法

（裁
判
に
お
い
て
発
見
さ
れ
る
慣
習
法
）
が

は
や
く
も

「社
会
の
構
造

３
汁〓
〓
長

』
Ｒ
ｏ
ｏｏｏ【】∽魯
”
沖
と

つ
ま
り
全
体
社
会
シ
ス
テ
ム
の
境
界
と
選
択
様
式
を
定
め
る
一
つ
の
し
か
し

不
可
欠
の
シ
ス
テ（だ
と
し
て
の
地
位
を
得
る
と
い
う
事
情
で
あ
ろ
う
。
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
社
会

♂
８
】①け３
２
く
】中い３

が

「法
共
同
体
」

と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
ま
た
こ
れ
が
克
服
さ
れ
た
の
ち
の
近
代
社
会
が

「法
の
支
配
」
の
観
念
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
も
、
こ
の

事
情
に
由
来
す
る
。

（２
）
ロ
シ
ア

ロ
シ
ア
の
一
九
九
二
年
憲
法
で
は
司
法
に
対
す
る
行
政
の
優
位
を
象
徴
的
に
示
す
ソ
ビ
エ
ト
期
以
来
の

「検
事
監
督
」
制
度
の
存
否
が
開

か
れ
た
問
題
と
し
て
留
保
さ
れ
て
い
た
が
、　
一
九
九
五
年
の
検
察
庁
法
に
よ
り
結
局
こ
の
西
洋
と
は
原
理
的
に
異
質
の
制
度
の
維
持
に
改
め

（９
）

て
道
が
開
か
れ
た
。

法
と
秩
序
の
歴
史
的
構
造
―
―
ロ
シ
ア
と
西
洋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
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検
事
監
督
の
原
型
は

一
八
世
紀
初
め
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
に
見
い
だ
し
う
る
。
ピ
ョ
ー
ト
ル
は
体
系
的
立
法
に
成
功
せ
ず

一
六
四
九
年
の

会
議
法
典

（ア
ン
ク
セ
イ

・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
帝
の
法
典
）

を
そ
の
ま
ま
現
行
法
と
し
て
維
持
し
た
が
、
「銃
兵
の
乱
」
事
件
の
処
理
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
こ
の
法
典
下
に
お
い
て
は
す
で
に
行
政
と
裁
判
は
原
理
的
に
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
法
典
の
特
徴
を
な
す
刑
事
事
件

と
く
に
「名
う
て
の
悪
人
」
（殺
人
、
略
奪
等
）
に
対
す
る
徹
底
的
な
純
間
手
続
は
一
四
九
七
年
の
裁
判
令
（イ
ヴ
ァ
ン
・ヴ
ァ
シ
ー
リ
エ
ヴ
イ
ッ

チ
大
公
＝
イ
ヴ
ァ
ン
三
世
制
定
）
に
由
来
す
る
。　
三
ハ
四
九
年
法
典
に
は
こ
の
一
四
九
七
年
裁
判
令
と
そ
の
後
続
法
令
の
ほ
か
ビ
ザ
ン
ツ
法

や
リ
ト
ア
ニ
ア
法
さ
ら
に
は
ザ
ク
セ
ン
・
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
影
響
さ
え
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
諸
法
の
単
な
る
集
成
で
は
な
く

一

（１０
）

九
世
紀
の
法
制
史
家
ヴ
ラ
デ
ー
ミ
ル
ス
キ
ト
＝ブ
ダ
ー
ノ
フ
の
い
う
よ
う
に
諸
法
を
ま
さ
に

「旧
モ
ス
ク
ワ
国
家
の
法
の
精
神
」
に
よ
っ
て

―
―
つ
ま
り
上
か
ら

「行
政
の
法
」
の
原
理
に
よ
っ
て
―
―
結
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。　
一
五
世
紀
末

（イ
ヴ
ァ
ン
三
世
治
世
）
に
お
け
る

専
制
の
成
立
と
そ
の
背
景
を
な
す
社
会
構
造
の
変
化

（イ
ム
ニ
テ
ー
ト
を
伴
う
扶
持
制

バ
も
詈
日
由の
か
ら
プ
フ
リ
ュ
ン
デ
的
な
門
地
制

８
需
８
あ
へ
の
転
換
）
に
伴
い
、
旧
分
領
制
時
代
の
裁
判
組
織
は
ツ
ァ
ー
リ
の
地
方
官
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
、
同
時
に
裁
判
手
続
の
変

質
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
統
治
権
力
の
行
政
的
集
権
化
と
い
う
点
に
お
い
て
、
歴
史
家
Ｍ
・
ブ
ロ
ッ
ク
が
フ
ラ
ン
ク
時
代
以

（１１
）

降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
い
う

「裁
判
権
の
細
分
化
」
（権
力
の
分
散
化
と
そ
の
裁
判
権
的
構
成
）
と
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
方
向
を
示
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
司
法
に
由
来
す
る
法
で
は
な
く
い
わ
ば
行
政
が

「社
会
の
構
造
」
を
な
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

一
四
九
七
年
の
裁
判
令
に
先
行
す
る
の
は
―
―

一
四
―

一
五
世
紀
の
共
和
政
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
お
よ
び
プ
ス
コ
フ

（い
ず
れ
も
や
が
て
モ
ス
ク

ワ
国
家
に
吸
収
さ
れ
た
）
の
裁
判
法
を
措
く
と
す
れ
ば
ト
ー
キ
エ
フ
国
家
時
代
の
ル
ー
シ
法
典

（ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ヴ
ダ
）
で
あ
る

（
一

一
―

一
二
世
紀
に
段
階
的
に
成
立
）。
こ
れ
は
簡
素
で
は
あ
る
が
弾
劾
手
続
を
特
徴
と
し
、
ま
た
全
体
が
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「贖
罪
金
の

カ
タ
ロ
グ
」
の
観
を
呈
す
る
点
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
証
明
方
法

（神
判
、
雪
冤
宣
誓
な
ど
）
に
お
い
て
も
サ
リ
カ
法
典
に
比
肩
し

う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
部
族
法
と
ほ
ぼ
同
じ
社
会
構
造
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
法
典
は
、
行
政



権
力
外
の
審
判
人
の
活
動
を
示
す
規
定
と
並
ん
で
、
公

（
目
９
＝
バ
０ュ
し

が
自
ら
判
決
を
下
す
制
度
や
人
命
金

（
口５

，
＝
ョ
①置
のこ

を

被
害
者
で
は
な
く
公
に
支
払
う
こ
と
を
求
め
る
規
定
に
見
え
る
、
西
洋
中
世
法
と
は
異
質
の
要
素
を
も
―
―
お
そ
ら
く
は
ビ
ザ
ン
ツ
法
の
屈

折
し
た
影
響
の
も
と
に
―
―
す
で
に
備
え
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
・２

）

こ
の
よ
う
に
ル
ー
シ
法
典
か
ら

一
四
九
七
年
裁
判
令
お
よ
び

一
六
四
九
年
法
典
を
経
て
ピ
ョ
ー
ト
ル
改
革
に
至
る
展
開
は
直
線
的
で
は
な

（・３
）

く
、
モ
ス
ク
ワ
国
家
成
立
期
に
裁
判
の
性
格
に
大
き
な
変
容
が
生
じ
て
い
る
。
ハ
ス
キ
ン
ズ
が
西
洋
に
つ
い
て
い
う
「十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
」

と
対
比
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
時
期
の

「タ
タ
ー
ル
・
モ
ン
ゴ
ル
の
く
び
き
」
２

一
一四

一
―

一
四
八
〇
年
）
の
果
た
し
た
役
割
は
―
―
モ
ン
ゴ
ル

法
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
歴
史
家
が
共
通
し
て
認
め
る
よ
う
に
無
視
し
う
る
に
し
て
も
―
―
歴
史
環
境
と
し
て
は
決
定
的
で
あ
ろ
う

（
ロ
シ
ア
は

８
む
易

』電
ぉ
２
く
い】【∽
か
ら
も
聖
界
権
力
と
世
俗
権
力
と
の
対
抗
図
式
か
ら
も
政
治
思
想
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
伝
統
の
復
活
か
ら

も
影
響
を
遮
断
さ
れ
て
い
た
）。
西
洋
の
法
文
化
と
の
最
も
際
立
っ
た
切
断
線
の
一
つ
が
こ
こ
に
見
え
て
い
る
。

一
八
六
四
年
の
司
法
改
革

（治
安
判
事
制
と
普
通
裁
判
所
の
二
元
的
司
法
制
度
、
下
級
審
に
お
け
る
陪
審
制
の
導
入
な
ど
を
柱
と
す
る
行

政
か
ら
の

「司
法
の
分
離
」
の
試
み
）
は
、
多
く
の
制
約
と
不
徹
底
さ
を
も
ち
な
が
ら
以
上
の
歴
史
的
経
緯
の
な
か
で
は
西
洋
型
司
法

（フ

ラ
ン
ス
＝
イ
ギ
リ
ス
・
モ
デ
ル
）
へ
の
転
換
の
重
要
な

一
歩
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
代
の
ロ
シ
ア
の
専
制
的
な
社
会
構
造
の
も
と
で
下
か
ら

支
え
ら
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
限
り
で
、
こ
の
美
点
は
逆
に
改
革
全
体
に
と
っ
て
大
き
な
弱
点
と
な
っ
た
。
逆
説
的
に
聞
こ
え
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
十
月
革
命
以
後
の
社
会
主
義
司
法
の
歴
史
は
こ
れ
と
は
逆
に
ロ
シ
ア
の
社
会
構
造

（「人
民
専
制
し

の
中
で
い
わ
ば

「下

か
ら
」
支
え
ら
れ
て
展
開
し
た
も
の
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
一
九
世
紀
の
改
革
の
到
達
点
が
あ
ら
た
め
て
当

面
の
課
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
課
題
は
こ
こ
で
再
び
深
刻
な
社
会
構
造
の
問
題

（社
会
の
自
律
の
未
成
熟
）
に
直
面
す
る
こ
と
に

な
る
。

法
と
秩
序
の
歴
史
的
構
造
―
―
ロ
シ
ア
と
西
洋

一
一
一一一
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所
有
と
権
力

近
代
の
法
秩
序
全
体
の
基
本
構
造
は
、
Ｊ

・
ボ
ダ
ン
が
そ
の

『国
家
論
』
で
所
有
権
と
主
権
と
の
関
係
と
し
て
示
唆
し
、
や
が
て
一
七
九

八
年
人
権
宣
言

一
六
条
が
「権
利
の
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
権
力
の
分
立
が
規
定
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
社
会
は
８
３
澤
簿
【ｏ●
を
も
つ
も
の
で
な

い
」
と
い
う
形
で
定
式
化
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
集
約
的
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き（型
。
公
的
権
力
は
私
的
所
有
権
の
不
可
侵
性
と
い
う
限
界

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

（
つ
ま
り
権
利
＝法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
権
力
＝
主
権
と
し
て
構
成
さ
れ
）
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
諸
権
力
と
し
て
分
立
し

て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
十
月
革
命
前
ロ
シ
ア
に
お
け
る
無
制
限
の
専
制
権
力
と
国
家
的
所
有
権
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な
所
有
権
制
度

の
併
存
を
特
徴
と
す
る
法
秩
序
は
こ
う
し
た
西
洋
的
な
構
造
と
対
脈
的
で
あ
る
が
、
こ
の
伝
統
ロ
シ
ア
的
な
法
秩
序
の
構
造
は
主
権
と
し
て

の
構
成
を
欠
い
た
プ
ロ
ン
タ
リ
ア
独
裁

翁
人
民
専
制
」
「人
民
権
力
し

と
所
有
権
制
度
の
多
元
性

（
一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
で
は
国
家
的

所
有
権

・
協
同
組
合
的
所
有
権
お
よ
び
個
人
的
所
有
権
）
と
の
相
関
と
い
う
と
い
う
形
に
変
容
さ
れ
て
社
会
主
義
体
制
に
継
承
さ
れ
た
。
こ

の
限
り
で
旧
社
会
主
義
的
法
秩
序
は

「近
代
的
」
（西
洋
的
）
法
秩
序
の
止
揚
形
態
で
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（１
）
西
　
洋

近
代
西
洋
に
お
け
る
所
有
権
と
主
権
と
の
相
関
構
造
は
、
社
会
学
的
に
見
れ
ば
、
ンサ
」
に
固
有
な
市
民
的
公
共
３
守
器

一ヽ中ｏＦ

ｏ
欧
①ユ
【中多
‥

Ｆ
ｏ中↓

に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
が
、　
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
い
う
よ
う
に
、
こ
の
市
民
的
公
共
そ
の
も
の
は
中
世
盛
期
に
源
を
発
す
る

♂
Ｏ
ｏ【①けお

２
く
ぃ】【の
か
ら
げ
晴
ｍ
ｑ
］中ｏぎ

Φ
①の①【】ｏＯ，
”
沖
へ
の
）
「市
民
社
会
の
独
特
の
発
展
史
」
か
ら
取
り
は
ず
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
発

展
史
の
起
点
を
な
し
て
い
る
の
は
、
土
地
に
対
す
る
私
的
な
支
配
権
と
公
的
な
支
配
権
と
が
そ
こ
で
一
つ
に
融
合
し
正
統
に
獲
得
さ
れ
た
私



権
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
働
ｏヨ
ュ̈
ｒ
ｐ
で
な
饗
。
近
代
の
所
有
権
概
念
は
こ
の
Ｏ
ｏ
日
いュ
Ｅ
Ｄ
（と
く
に
下
級
所
有
権
Ｐ
二
【中こ

の
学
識

ロ
ー
マ
法
や
普
通
法
法
学
あ
る
い
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
再
構
成
の
結
果
と
し
て
作
り
だ
さ
れ
た

（現
実
の
制
度
の
形
成
に
は
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
歴
史
に
一
層
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
司
法
活
動
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
）。
こ
の
こ
と
は
、
主
権
の
概
念
に
関
す
る
（大
陸
で

の
）
Ｅ
ｏ
Ｂ
】彗
目
］と
い
ぅ
中
世
理
論
か
ら
８
く
①『３
審
質
と
い
う
近
代
理
論
へ
の
推
移
は
、
主
と
し
て
ロ
ー
マ
法
源
か
ら
得
ら
れ
た
８
Ｒ
目

３
８
【凛
Ｌ
日
中ヨ
ｏ
①■
日
ｒ
Ｒ
』日
【ａ
【ｏけざ

（純
粋
な
あ
る
い
は
混
合
的
な
命
令
権
な
い
し
裁
判
権
）
と
い
う
概
念
の
解
釈
の
変
化
と
い
う
形

で
行
わ
れ（湮
」
と
さ
れ
る
事
情
と
表
裏
す
る
。

近
代
的
な
所
有
権
と
主
権
と
の
相
関
構
造
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
法
が

「社
会
の
構
造
」
と
し
て
形
成
さ
れ
持
続
し
た
歴
史
環
境

（中
世

↓
近
代
の
西
洋
）
に
お
い
て
、
中
世
の
形
成
物

貧
ｏ８
中３
目
じ
が
古
典
古
代
の
遺
産

（
ロ
ー
マ
法
）
ま
た
は
法
曹
法
と
い
う
意
味
で
通
底
す

る
そ
の
機
能
的
等
価
物

（
コ
モ
ン
・
ロ
ー
）
に
よ
り
、
近
代
の
社
会
構
造

（国
家
な
い
し
政
府
と
市
民
社
会
と
の
二
元
性
）
に
照
応
す
る
形

で
加
工
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
古
典
古
代
・中
世
・近
代
の
諸
成
果
の
錯
綜
し
た
成
層
構
造

（の計露
由
鳴
”
り

，
じ

と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
理
念
的
に
表
象
さ
れ
た
近
代
社
会
ま
し
て
や
市
場
経
済
か
ら
の
単
線
的
な
論
理
的
流
出
物
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
も
の
で
は

な
い
。

（２
）
ロ
シ
ア

ロ
シ
ア
の
所
有
権

谷
魯
百
昌
８
８
こ

と
い
う
用
語
は
一
八
世
紀
後
半
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
ニ
世

（「啓
蒙
的
専
制
君
主
し

の
時
代
に
ロ
ー
マ

法
思
想
の
影
響
の
も
と
に
「
ｏ
「
中２
い
な
い
し
口
”
①詳
Ｅ
つ
か
ら
造
語
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
三
二
年
の
民
法
典
（法
律
集
成

一
〇
巻

一

部
）
で
は
そ
れ
が

「民
事
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
排
他
的
か
つ
他
の
者
か
ら
独
立
し
て
永
続
的
か
つ
世
襲
的
に
財
産
を
占
有

・
使
用
お

よ
び
処
分
す
る
権
力
」
（四
二
〇
条
）
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
所
有
権
概
念
は
貴
族
の
土
地
所
有
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

法
と
秩
序
の
歴
史
的
構
造
―
―
ロ
シ
ア
と
西
洋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
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て
、
所
有
権
は
占
有

つ
ま
り
物
の
直
接
的
・実
質
的
な
支
配
と
不
可
分
に
結
合
さ
れ
て
お
り
ま
た
権
力

（
巴
電
υ
＝
Ｏ
ｏ■

，
こ

と
し
て
農
奴

に
対
す
る
い
わ
ば
公
法
的
な
人
格
支
配
を
合
意
す
る
限
り
で
、
例
え
ば
ほ
ぼ
同
時
期
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
私
的
自
治
の
論
理
に
よ
り
純
経
済

（・７
）

的

・
私
法
的
に
権
利
を
定
義
づ
け
て
い
っ
た

「意
思
の
力
」
（ダ
、い】お
３
８
８
Ｆ
）
と
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
。

貴
族

（コ
督
胃
）
の
土
地
支
配
は
西
欧
の
レ
ー
エ
ン

（封
地
）
と
は
異
な
り

（ソ
ビ
エ
ト
史
学
を
別
と
し
て
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
史
学
と
現

代
欧
米
史
学
の
通
説
は
旧
ロ
シ
ア
に
お
け
る
「封
建
制
」
の
存
在
を
認
め
な
い
）、
も
と
も
と
モ
ス
ク
ワ
国
家
に
お
い
て
国
家
勤
務
の
遂
行
を

条
件
と
す
る
プ
フ
リ
ュ
ン
デ

（給
録
）
と
し
て
一
代
に
限
り
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
時
代
に
こ
れ
が

「不
動
産
」
と
し
て
旧
諸

公
の
自
有
世
襲
地

（
日
こ
目

）
と
制
度
的
に
統
合
さ
れ
る
と
と
も
に
世
襲
化
さ
れ
て
い
き
、
さ
ら
に
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
時
代
に
国
家
勤
務
条

（・８
）

件
か
ら
解
放
さ
れ
て

（い
わ
ゆ
る

「貴
族
の
自
由
し

「所
有
権
」
と
し
て
構
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
に
お
け
る
レ
ー
エ

ン
関
係
が
学
識
ロ
ー
マ
法
に
よ
っ
て
上
級
お
よ
び
下
級
の
分
割
所
有
権

（Ｏ
ｏ
日
】ユ
Ｅ
ｐ
●
】『８
ご
ヨ
・
鮎
０
日
【彗
ロ
ロ
諄
】】Ｃ

と
し
て
構
成
さ
れ

え
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
は
上
述
の
行
政
的
中
央
集
権
化
つ
ま
り
専
制
君
主
と
国
家
勤
務
者

（Ｓ
■
避
国
ｏ
」８
ミ
）
と

の
家
産
官
僚
制
的
な
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
勤
務
者
の

「所
有
権
」
が
私
的
な
原
理
と
し
て
家
産
君
主
の
権
力
の
限
界
を
画
す
る
と

い
う
構
造
は
生
成
し
て
こ
な
い
。
ロ
シ
ア
皇
帝
の
権
力
は
主
権
と
し
て
は
で
は
な
く

「専
制
的
に
し
て
無
制
限
な
る
君
主
」
と
し
て
構
成
さ

れ

（法
律
集
成

一
巻

一
部

一
条
）、
「実
定
的
法
律
、
設
置
法

、
規
則
と
い
う
堅
固
な
基
礎
に
立
っ
て
統
治
す
る
」
と
い
う
自
己
制
約
の
論
理

（同
四
七
条
）
は

「適
法
性
」
↑
興
目
Ｒ
♂
）
と
し
て
観
念
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
不
動
産
支
配
が
西
欧
的
な
３
８
【ュ
Ｅ
ｐ
と
そ
も
そ
も
そ
の
構
造
を
異
に
し
学
識
ロ
ー
マ
法
に
よ
る
再
構
成
の
機
会
も
逸
し
て
き

た
こ
と
か
ら
、
所
有
権
は
所
有
主
体
別
に
多
様
な
ま
ま
複
数
並
列
的
に
制
度
化
さ
れ
併
存
し
続
け
た

（二
〇
世
紀
の
ス
ト
ル
ィ
ピ
ン
改
革
後

に
つ
い
て
い
え
ば
国
有
地
、
皇
室
所
領
、
宮
廷
地
、
修
道
院
・教
会
所
領
、
長
子
相
続
地
、
私
有
地
、
ポ
セ
ッ
シ
ョ
ン
地
、
団
体
所
有
地
な
（型

）。

例
え
ば

「国
家
的
所
有
権
」
（国
有
地
の
所
有
権
）
は
い
わ
ば
私
法
的
な
所
有
権
と
公
法
的
な
国
家
権
力
と
の
一
体
性
を
特
徴
と
す
る
わ
け
で



あ
る

（別
様
の
解
釈
も
あ
る
）。
ま
た
大
部
分
の
地
域
で
農
民
が
共
同
体

↑
ミ
ー
ル
）
的
土
地
利
用
下
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
西
洋
の
農
民
層

に
お
い
て
中
世
以
来
フ
ー
フ
ェ
（口
亀
ρ
日
”
諄
ａ
）
と
結
び
つ
い
て
発
展
し
た
よ
う
な
所
有
権
観
念
の
発
展
は
―
―
ス
ト
ル
ィ
ピ
ン
改
革
後

の
フ
ー
ト
ル
や
オ
ー
ト
ル
プ
な
ど
に
至
る
ま
で
は
―
―
見
ら
れ
な
か
っ
た

翁
土
地
は
誰
の
も
の
で
も
な
く
神
の
も
の
で
あ
る
」
や

「土
地
は

神
と
君
主
の
も
の
で
あ
る
」
の
法
諺
）。
十
月
革
命
後
の
土
地
そ
の
他
の
生
産
手
段
の
「国
有
化
」
「
国
家
的
所
有
権
」
の
再
生
と
い
う
形
を

と
る
）
は
こ
う
し
た
背
景
の
下
で
は
じ
め
て
可
能
な
選
択
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

四
　
む
す
び
に
代
え
て

十
月
革
命
後
に
お
け
る
私
的
所
有
権
制
度
の
廃
止
を
中
心
と
す
る
社
会
主
義
的
変
革
は
、
多
元
的
所
有
権
制
度

（た
だ
し
私
的
所
有
権
の

廃
止
）、
専
制

（ツ
ァ
ー
リ
専
制
か
ら

「人
民
専
制
」
―
プ
ロ
ン
タ
リ
ア
独
裁
へ
の
移
行
）、
適
法
性

（「革
命
的
」
な
い
し

「社
会
主
義
的
」

適
法
性
と
し
て
の
再
生
）、
検
事
監
督
制
度

（司
法
に
対
す
る
行
政
の
優
位
）
の
復
活
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
旧
・法
秩
序

の
構
造
的
型

（ン
グ
ル
マ
ン
型
）
の
内
部
で
行
わ
れ
た
。
現
代
ロ
シ
ア
に
お
け
る
市
場
経
済
移
行
は
、
「私
的
所
有
権
」
制
度
の
再
導
入
や
人

民
主
権
原
理
の
受
容
を
伴
う
が
、
多
元
的
所
有
制
度
も

「人
民
権
力
」
観
念
や
主
権
を
主
と
し
て
対
外
的
独
立
の
意
味
で
の

「国
家
主
権
」

と
解
す
る
観
念
も
残
存
し
て
お
り
、
検
事
監
督
の
維
持
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
一
八
六
四
年
司
法
改
革
以
前
に
復
帰
す
る
要
素
も
否
定
し
え
な

い
。
こ
の
国
に
と
っ
て
法
秩
序
の
近
代
化
な
い
し
西
洋
化

翁
法
治
国
家
」
の
建
設
や
法
に
お
け
る

「世
界
的
標
準
」
の
獲
得
）
は
い
ま
だ
時

間
を
要
す
る
多
難
な
課
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（１
）
大
江
泰

一
郎

『
ロ
シ
ア

・
社
会
主
義

・
法
文
化
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
二
年
）
第

一
章
参
照
。

法
ど
秩
序
の
歴
史
的
構
造
―
―
ロ
シ
ア
と
西
洋

一
一
七
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（
一
九
九
九
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

∪
，

■
，

”
・
聟

『
ｐ
●
識
『簿
‥∽
宮
●
ｏ
の
計
０
。・
い
お

喚
Ｓ
ｓ
騨

礎
象
§
ｓ，

お

ヽ
さ
や

Ｓ
ｓ
ｓＳ
Ｓ
ｔ
ミ
燿
デ
Ｈ
ｏ
ｏ
ｏ
Ｒ
けざ
Ｆ

”
”
『
一́

い
０
０
Ｎ

り
。
日
ω
二
・

Ｅ

・
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ

（河
上
倫
逸

。
Ｍ

・
フ
ー
ブ
リ
ヒ
ト
訳
）
『法
社
会
学
の
基
礎
理
論
』
（み
す
ず
書
房
、　
一
九
八
四
年
）

一
一
〇
頁
。

野
田
良
之

「私
法
観
念
の
起
源
に
関
す
る
一
管
見
」
我
妻
栄
追
悼
記
念

『私
法
学
の
新
た
な
展
開
』
（有
斐
閣
、　
一
九
七
五
年
）
四

一
頁
。

Ｊ

・
ブ
ラ
イ
ケ
ン

（村
上
淳

一
・
石
井
紫
郎
訳
）
『
ロ
ー
マ
の
共
和
制
』
（山
川
出
版
社
、　
一
九
七
五
年
）

一
六
三
頁
。

小
山
貞
夫

「陪
審
制
と
職
権
的
純
問
手
続
へ
の
史
的
岐
路
」
広
中
俊
雄
ほ
か
編

『法
と
法
過
程
』
（創
文
社
、　
一
九
八
六
年
）
参
照
。

村
上
淳

一
『近
代
法
の
形
成
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
七
九
年
）
第
四
章
、
若
曽
根
健
治

『中
世
ド
イ
ツ
の
刑
事
裁
判
』
（多
賀
出
版
、　
一
九
九
八
年
）

「
む
す
び
」、
参
照
。

Ｎ

・
ル
ー
マ
ン

（村
上
淳

一
０
六
本
佳
平
訳
）
『法
社
会
学
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
七
七
年
）
第
二
章
参
照
。

大
江
泰

一
郎

「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
司
法
改
革
の
課
題
」
『第
２
期
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
下
の
ロ
シ
ア
の
立
法
動
向
』
（外
務
省
欧
亜
局
ロ
シ
ア
課
、　
一

九
九
八
年
）
参
照
。

日
ξ
団
』
ヽ
〓
ヽ
「
０
０
Ｌ
ギ
Ｕ
く
卜
巴
一
ｏ
口
　
を
Ｆ

υ^
‘

（〕
９
製
）
「

国
Ｑ
甕
）
ｏ
国
民

一ｙ
ヽ
Ｑ
８
穴
】
０

コ
マ
肖
〕”
・
Ю
・の

窮
Ｐ
Ｆ
・
天
一彗
２
ど

【
∞
∞
∞

・
０
。
Ｎ
【
〇
・

プ
ロ
ッ
ク

（堀
米
庸
三
監
訳
）
『封
建
社
会
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
九
五
年
）
四
四
八
頁
以
下
。

以
上
ロ
シ
ア
に
お
け
る
裁
判
制
度
の
通
史
に
つ
い
て
は
前
注
（１０
）文
献
の
ほ
か
、
と
く
に
刑
事
裁
判
に
つ
き
ギ
静
員８
〓口
８
層
８
〓
。＞
」
ぞ
Ｒ

ｏ
８
８
興
９
ｏ
ヽ
８
８
８
虫
）日
の
の
緩
目
９８
８

ヨ
冨
が

，

Ｆ
〓
。Ｌ

積

が

，

Ｓ

Ｔ
田

ω
を
参

照

。

Ｃ

・
Ｈ

・
ハ
ス
キ
ン
ズ

（別
宮
貞
徳

・
朝
倉
文
市
訳
）
『十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
』
（み
す
ず
書
房
、　
一
九
八
九
年
）
参
照
。

Ｌ
・
デ
ュ
ギ
ー

（堀
真
琴
訳
）
『法
と
国
家
』
（岩
波
文
庫
）

一
六
六
―

一
六
九
頁
、
大
江
泰

一
郎

「社
会
主
義
憲
法
と
戦
後
憲
法
学
」
樋
口
陽

一

編

『講
座
・憲
法
学
』
別
巻

（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
五
年
）

一
〇
〇
頁
、
ボ
ダ
ン
の
理
論
に
つ
い
て
は
成
瀬
治

『近
代
市
民
社
会
の
成
立
』
（東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
第
二
章
、
参
照
。



（・２
）
Ｊ

・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

（細
谷
貞
雄
訳
）
『公
共
性
の
構
造
転
換
』
（未
来
社
、　
一
九
九
四
年
第
二
版
）

一
、　
三
ハ
ー

一
九
頁
参
照
。

（・３
）
Ｃ

ｏ
Ｈ

ｏ
マ
ク
フ
ル
フ
イ
ン

（森
岡
敬

一
郎
訳
）
『立
憲
主
義
―
そ
の
成
立
過
程
』
（慶
応
通
信
、　
一
九
六
六
年
）

一
四
〇
頁
注
三
六
。

・^４
）
村
上
淳

一
「ド
イ
ツ

『市
民
社
会
』
の
成
立
」
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻
八
号

（
一
九
六
九
年
）
九
二
七
頁
、
同

『近
代
法
の
形
成
』
（岩
波
書
店
、

一
九
七
九
年
）

一
九
二
頁
注
九
、
参
照
。

（
・４

）

ロ

シ

ア

に

お

け

る

所

有

権

制

度

略

史

と

し

て

、
日

８

月
８

９

目

「

０
・・
く
〓
８

Ｅ

【
要

ｏ
ｏ
バ
８
ｏ

尋

”
Ｘ
ミ

〓
ｏ
バ
９

ｏ

遇

日

”
ヽ
一
ｏ
お

ヽ
撃

も
〓

。Ｌ

８

Ｐ

，

Ｎ
Ｑ

出

記

参
照
。

（
・５

）

＞
奮

８

８

冥

「
・
ン

ヽ

こ

共

窮

卜
）

・
ｏ
Ｑ
屋

堅

８

ε

圏

●
９

８

興

ｏ
８

器

焉

静

〓
８

ｏ

Ｊ

日

Ｐ

〓

・Ｌ

Ｏ
∞
Ｐ

ρ

Ｈ
Ｐ
‐
Ｎ
ド

＊
付
記
　
本
稿
は
、
『比
較
法
研
究
』
六
〇
号

（
一
九
九
九
年
二
月
刊
行
予
定
）
に

「
ロ
シ
ア
の
法
文
化
―
そ
の
歴
史
的
構
造
」
と
題
し
て
掲
載
し

た
比
較
法
学
会
報
告
要
旨
の
別
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
注
記
を
復
活
し
内
容
を
若
干
補
充
し
た
も
の
で

あ
る
。
本
稿
の
姉
妹
編
と
し
て
、
大
江
泰

一
郎

「
ロ
シ
ア
史
に
お
け
る
訴
訟
と
社
会
秩
序
」
『歴
史
学
研
究
』
七

一
七
号

（
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。

合
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金

（課
題
番
号
８
３
８
覇
）
を
受
け
た
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

法
と
秩
序
の
歴
史
的
構
造
―
―
ロ
シ
ア
と
西
洋

一
一
九




